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平成 25 年 5 月 15 日

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名

送 付 担 当 者

電  話  番  号

件　名　　富田林市立公会堂跡地施設設計業務

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

公告の｢3.入札に参加する者に必要な資格要件｣に記載の｢同内容｣につい 富田林市立公会堂跡地施設設計業務委託仕様書2-13に記載のとおり、主

質　疑　・　回　答　書契約検査課契約検査課契約検査課契約検査課

1

公告の｢3.入札に参加する者に必要な資格要件｣に記載の｢同内容｣につい
て、集会所（コミュニティールーム、管理員事務室などを設置）と共同住宅の
複合施　設の基本設計・実施設計業務の実績は該当するとみなして良いで
しょうか？

富田林市立公会堂跡地施設設計業務委託仕様書2-13に記載のとおり、主
たる建築物用途が平成21年国土交通省告示第15号別添二第四号第２類に
おける庁舎または、第十二号第１類に区分される用途としているため該当し
ません。

2

参加要件の中に「同内容で且つ予定価格の半額以上の実績」があること、と
ありますが、弊社は小学校の校舎を建替えする際の基本・実施設計業務一
式の実績があるのですが、小学校の校舎の実績は“同内容”にあたるので
しょうか。

富田林市立公会堂跡地施設設計業務委託仕様書2-13に記載のとおり、主
たる建築物用途が平成21年国土交通省告示第15号別添二第四号第２類に
おける庁舎または、第十二号第１類に区分される用途としているため該当し
ません。

3
参加要件にある「市又は他の官公庁における過去10年の同内容で且つ予定
価格の半額以上の実績」とは、具体的にどのような実績を求められるのか教
えて下さい。

今回の業務における同内容の実績とは平成21年国土交通省告示第15号別
添二第四号第２類における庁舎または、第十二号第１類に区分される建築
物用途の基本・実施設計とします。
よって上記用途の基本・実施設計業務の予定価格の半額以上の実績、
もしくは上記用途の実施設計業務の実績（予定価格半額以上）と、上記用途
の基本設計業務の実績（金額は問わず）の両方（別案件でも可）の実績を求
めます。

4
・「技術者としての市又は他の官公庁における過去10年の同内容の実績はあ
りますか。」とありますが、官公庁の設計業務の実績または民間等同等実績と
考えてよろしいでしょうか。また、下請けでもよろしいでしょうか。

技術者としての実績は市又は他の官公庁での同内容の実績に限ります。
民間等の実績は同内容の実績として認められません。
また、元請けでの実績に限ります。

5

 ・「市又は他の官公庁における過去10年の同内容で且つ予定価格の半額
以上の実績はありますか。」とありますが、官公庁の設計業務の実績または民
間等同等実績と考えてよろしいでしょうか。 また、下請けでもよろしいでしょう
か。

予定価格の半額以上の実績は市又は他の官公庁での同内容の実績に限り
ます。民間等の実績は同内容の実績として認められません。
また、元請けでの実績に限ります。

か。
また、元請けでの実績に限ります。

富田林市 総務部　契約検査課　 ＴＥＬ：０７２１－２５－１０００（内線：４７６，４７７）Ｅ－ｍａｉｌ：nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp


